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視
覚
障
害
者
の
た
め

の
教
養
講
座

「
ホ
ッ
と
ワ
ー
ク
」

日
時　

10
月
25
日(

火)

午
前
10
時
～
正
午

内
容　

ろ
う
の
花
作
成

参
加
費　

６
０
０
円

場
所
・
申
込
・
問
合
せ
先　

中
央
公
民
館
☎
０
７
２
・
４

３
３
・
７
２
２
２

 

重
度
障
害
者
医
療
証
を

 

郵
送
し
ま
す

　

緑
色
の
医
療
証
の
有
効
期

限
は
10
月
31
日(

月)

で
す
。

11
月
以
降
も
引
続
き
対
象
と

な
る
か
た
に
は
、
10
月
末
ま

で
に
新
し
い
医
療
証
を
郵
送

し
ま
す
。

対
象　

ひ
と
り
親
家
庭
医

療
・
子
ど
も
医
療
対
象
者
以

外
で
、
次
の
い
ず
れ
か
を
お

持
ち
の
か
た(

所
得
制
限
あ
り)

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２

級
②
療
育
手
帳
Ａ
③
精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級

④
指
定
難
病(
特
定
疾
病)

受

給
者
証
所
持
者
で
障
害
年
金

(

ま
た
は
特
別
児
童
扶
養
手

当)

１
級
⑤
身
体
障
害
者
手

帳
と
療
育
手
帳
B1
の
両
方

※
医
療
証
を
お
持
ち
で
な
い

か
た
で
も
、
令
和
３
年
中
所

得
が
制
限
額
以
下
の
場
合
は

11
月
か
ら
対
象
と
な
り
ま
す
。

10
月
28
日(

金)

ま
で
に
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

※
本
年
１
月
２
日
以
降
に
他
市

町
村
か
ら
転
入
し
た
か
た
は
、

令
和
４
年
度
所
得
証
明
書
が
必

要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申
請
・
問
合
せ
先　

障
害
福
祉

課
☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
０

１
２

　

社
会
資
源
見
学
会

　

障
害
の
あ
る
か
た
の
行
動

範
囲
を
広
げ
、
社
会
参
加
を

促
進
す
る
た
め
に
社
会
資
源
見

学
会
を
行
い
ま
す
。

市
内
在
住
の
視
覚
障
害
者
対
象

日
時　

11
月
13
日(

日)

午
前
８

時
30
分　

市
民
福
祉
セ
ン
タ
ー

入
口
前
集
合
出
発

場
所　

淡
路
ワ
ー
ル
ド
パ
ー
ク

オ
ノ
コ
ロ(

兵
庫
県
淡
路
市)

参
加
費　

１
２
０
０
円(

入
場

料
・
昼
食
代
含
む)

定
員　

30
人(

定
員
に
な
り
次

第
締
切)

締
切　

10
月
28
日(

金)

市
内
在
住
の
聴
覚
障
害
者
対
象

日
時　

11
月
26
日(

土)

午
前
10

時　

市
民
福
祉
セ
ン
タ
ー
入
口

前
集
合
出
発

場
所　

蓬
莱
本
館(

豚
ま
ん
と

焼
売
作
り
体
験
、
昼
食)

・
大

阪
城
港(

水
上
バ
ス
ク
ル
ー
ズ)

参
加
費　

中
学
生
以
上
４
５
０

０
円
、
小
学
生
４
０
０
０
円

(

体
験
料
・
乗
船
料
・
昼
食
代

含
む) 　

定
員　

30
人(

定
員
に
な
り
次

第
締
切)

締
切　

11
月
４
日(

金)

保
険
料
の
納
め
忘
れ

な
ど
を
電
話
で
呼
び

か
け
ま
す

　

市
で
は
、
国
民
健
康

保
険
料
、
介
護
保
険
料

や
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
の
収
納
率
向
上
と

特
定
健
康
診
査
の
受
診

率
向
上
を
図
る
た
め
、

10
月
か
ら
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

　

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
で
は
、

市
か
ら
委
託
を
う
け
た
事
業

者(

Ｈ
Ａ
Ｒ
Ｖ
Ｅ
Ｙ
株
式
会

社)

が
電
話
に
よ
り
、
保
険

料
を
納
め
忘
れ
て
い
る
か
た

に
納
付
案
内
を
し
た
り
、
特

定
健
康
診
査
を
受
診
さ
れ
て

い
な
い
か
た
へ
受
診
の
呼
び

か
け
を
行
い
ま
す
。

　

な
お
、
事
業
者
は
個
人
情

報
の
管
理
を
徹
底
し
ま
す
の

で
、
み
な
さ
ん
の
ご
理
解
を

お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
先　

国
保
年
金
課

☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
２

７
０
、
高
齢
介
護
課
☎
０
７

２
・
４
３
３
・
７
０
４
２

国
民
健
康
保
険
料
納
期

内
納
付
に
ご
協
力
を

　

被
保
険
者
間
の
負
担
の
公

平
を
図
る
た
め
に
、
保
険
料

を
滞
納
し
て
い
る
世
帯
に
は
、

通
常
よ
り
短
い
有
効
期
間
の

「
短
期
被
保
険
者
証(

短
期

証)

」
を
交
付
し
ま
す
。

 

短
期
証
の
交
付
後
も
保
険

料
を
納
付
せ
ず
相
談
に
も
応

じ
な
い
場
合
は
、
医
療
機
関

で
10
割
の
診
療
代
金
を
支
払

う
「
被
保
険
者
資
格
証
明

書
」
を
交
付
し
ま
す
。

　

そ
の
後
も
な
お
納
付
状
況
が

改
善
さ
れ
な
い
場
合
は
、
保
険

給
付
分
の
支
給
を
一
時
差
し
止

め
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ
先　

国
保
年
金
課

☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
２

７
０

　

合
算
対
象
期
間
を

　

ご
存
知
で
す
か

　

老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
す
る

に
は
、
国
民
年
金
保
険
料
を
納

め
た
期
間
や
免
除
・
猶
予
が
承

認
さ
れ
た
期
間
な
ど
、
合
わ
せ

て
原
則
10
年(

１
２
０
月)

以
上

あ
る
こ
と
が
必
要
で
す
が
、
不

足
し
て
い
る
場
合
で
も
、
次
の

期
間
を
合
わ
せ
て
10
年(

１
２

０
月)

以
上
あ
れ
ば
受
給
で
き

ま
す
。

　

た
だ
し
、
こ
の
期
間
は
年
金

額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

①
昭
和
36
年
４
月
～
61
年
３
月

ま
で
の
間
、
厚
生
年
金
保
険
や

共
済
組
合
の
加
入
者
の
配
偶
者

で
、
国
民
年
金
に
任
意
加
入
し

な
か
っ
た
期
間

②
昭
和
36
年
４
月
～
平
成
３
年

３
月
ま
で
の
間
、
学
生
で
国
民

年
金
に
任
意
加
入
し
な
か
っ
た

期
間

③
昭
和
36
年
４
月
以
後
の
厚
生

年
金
保
険
の
脱
退
手
当
金(

一

時
金)

を
受
け
た
期
間

④
昭
和
36
年
４
月
以
後
で
20
歳

～
60
歳
ま
で
の
間
、
海
外
に
住

ん
で
い
た
期
間

⑤
日
本
国
籍
や
永
住
許
可
な
ど

を
取
得
し
た
か
た
で
、
昭
和
36

年
４
月
～
56
年
12
月
ま
で
の
間
、

日
本
に
住
ん
で
い
た
期
間

⑥
日
本
国
籍
や
永
住
許
可
な
ど

を
取
得
し
た
か
た
で
、
昭
和
36

年
４
月
以
後
、
20
歳
～
60
歳
ま

で
の
間
、
海
外
に
住
ん
で
い
た

期
間

　

な
お
、
①
～
⑥
を
合
わ
せ
て

も
不
足
す
る
場
合
は
、
申
出
に

よ
り
70
歳
ま
で
納
付
で
き
る
高

齢
任
意
加
入
制
度
も
あ
り
ま
す
。

問
合
せ
先　

貝
塚
年
金
事
務
所

☎
０
７
２
・
４
３
１
・
１
１
２
２
、

国
保
年
金
課
☎
０
７
２
・
４
３

３
・
７
２
７
４

令和５年度
市立認定こども園
(１号認定)

園児
募集
園児
募集

　保育の必要のない３～５歳の子ど
もの募集です。
対象　平成29年４月２日～令和２年
４月１日生まれで、本市に住民登録
がある子ども
申込書配布　各市立認定こども園・
保育こども園課で
申込　11月17日(木)・18日(金)午後
２時～４時に子ども同伴で保育こど
も園課へ

申込
問 合 せ 先
保 育 こ ど
も園課
☎072－433
－7024

令和５年度
保育所・認定こども園
(２・３号認定)

園児
募集
園児
募集

　保育の必要がある子どもの募集です。
対象　令和５年４月１日現在、本市に
住所があり、保護者のいずれもが就労
や病気などのため家庭で保育できない
就学前までの子ども
申込書配布　11月１日(火)～各保育所・
認定こども園、保育こども園課で(土日祝
除く)
申込　①11月１日(火)～12月16日(金)午
前８時45分～午後５時15分(土日祝除く)
②12月10日(土)・11日(日)午前10時～正
午、午後１時～３時に保育こども園課へ
※12月19日(月)以降は欠員分のみ受付
申込・問合せ先　保育こども園課
☎072－433－7024

※

申
込
み
後
に
キ
ャ
ン
セ
ル
さ

れ
る
場
合
、
参
加
費
の
返
金
が

出
来
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申
込
・
問
合
せ
先　

障
害
福
祉

課
☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
０
１

２
、
FAX
０
７
２
・
４
３
３
・
１

０
８
２

日
赤
募
金
の
ご
協
力
に
感
謝

　

町
会
・
自
治
会
・
有
志
の
か

た
か
ら
、
２
７
１
万
２
１
０
円

(

８
月
31
日
現
在)

の
ご
協
力
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

募
金
は
最
寄
り
の
郵
便
局
か

ら
お
振
込
み
い
た
だ
け
ま
す
。

※
募
金
額
か
ら
加
算
料
金
１
１

０
円
を
差
し
引
い
て
お
振
込
み

く
だ
さ
い
。
事
務
局
で
１
１
０

円
を
負
担
し
、
募
金
額
と
し
て

日
赤
に
送
金
し
ま
す
。

口
座
番
号　

０
０
９
２
０
・

３
・
２
４
２
９
６
７

口
座
名
称　

日
赤
大
阪
府
支
部

貝
塚
市
地
区

問
合
せ
先　

貝
塚
市
地
区
事
務

局(

福
祉
総
務
課
内)

☎
０
７

２
・
４
３
３
・
７
０
３
０

　スマホを充電してお持ちください。(11・12月も同内容で開催)
日程　10月24日(月)対象　市内在住のかた申込　10月11日
(火)～J:COMスマホ教室受付へ電話で(☎0120－197－392、午前10時
～午後７時、土日含む)問合せ先　情報統計課☎072－433－7235

⑥コロナワクチン接種証明書
　発行方法など

午前10時～11時

時　間 内　容 場所 定員

市
役
所
４
階

　
　
中
会
議
室
Ｂ

市
役
所
４
階

相
談
室

兼
会
議
室

各
４
人

(

定
員
に
な
り
次
第
締
切)

①便利アプリのインストール方法

午後４時30分
　　～５時30分

午後２時～３時 ⑦知っておくと役に立つマイナポータル！

スマホ相談会(申込不要。４人を超えた
場合は、順次案内します)

午後３時30分
　　～４時30分

午後３時30分
　　～５時30分

常
時

４
人

スマホ教室・相談会

　国際試合でも使用されている床と卓球台を利用します。初心者向
けと経験者向けの２種類のコースで開催します。どちらかのコース
を選択いただき、年度内に１クール参加できます。
場所　卓球場＆ショップJOY(鳥羽165-１)対象　60歳以上の市民
定員　各クール12人(初めてのかた優先。多数の場合は抽選)
参加費　無料申込　希望クール・住所・氏名・生年月
日・電話またはファックス番号・靴のサイズ(卓球用
シューズをお持ちでないかた)を電話・ファックス・メー
ル・右記二次元コードで
申込・問合せ先　高齢介護課☎072－433－7010、FAX072－
433－7404、Ｅメールkoreikaigo@city.kaizuka.lg.jp

募集 健康卓球で介護予防

※参加当日に体調がすぐれないかたは、参加をお断りする場合があります。

申込

クール コース 日　程(全５回) 申込期間

11月１日～29日の火曜
午前10時30分～午後０時30分
11月２日～12月７日の水曜
(11月23日除く)午後１時～３時

初心者向け

経験者向け

10月11日(火)
　～21日(金)

第９

第10

⑤貝塚市オンライン申請方法など

②LINE友だち追加
　メッセージなどの利用方法

③電源・ボタン操作、メールの使い方など

④電話のかけ方、カメラ、地図の使い方など

午前11時～正午

午後２時～３時

午後１時～２時

犬やネコなどペットのフンのあと始末は、飼い主が責任を持って行いましょう！

園名 電話番号

木　島
津　田
葛　城
三ツ松

072-446-4139

072-422-1786

072-446-0227

072-446-7158
※初心者：③④、初級：①②⑦、中級：⑤⑥


